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　附則

　　　第一章　総則

　（趣旨）

第一条　この法律は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるための保健医療サー

ビス及び福祉サービスを提供する体制が十分に整備されていない状況にかんがみ、平成

十二年度について、介護保険の保険料、介護給付費納付金及びその納付に要する費用に

充てるための医療保険の保険料等、介護保険事業に要する費用の負担等に関する介護保

険法（平成九年法律第百二十三号）、健康保険法（大正十一年法律第七十号）その他の

医療保険各法（介護保険法第七条第二十四項に規定する医療保険各法をいう。次章にお

いて同じ。）、地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）等の特例を定めるものと



する。

　　　第二章　介護保険法関係

　　　　第一節　保険料に関する特例

　（保険料の徴収に関する特例）

第二条　平成十二年度については、市町村又は特別区（以下この章及び第五章において単

に「市町村」という。）は、介護保険法第百二十九条第一項及び第二項の規定にかかわ

らず、同条第一項の保険料を徴収しない。

　（年金保険者の市町村に対する通知に関する特例）

第三条　平成十二年については、介護保険法第百三十一条に規定する年金保険者は、同法

第百三十四条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する事項を通知することを要しな

い。

　（保険料納付原簿に関する特例）

第四条　平成十二年度については、市町村は、介護保険法第百四十五条の規定にかかわら

ず、同条の保険料納付原簿を備え、これに同条に規定する事項を記録することを要しな

い。

　　　　第二節　介護給付費納付金に関する特例

　（介護給付費納付金の徴収等に関する特例）

第五条　社会保険診療報酬支払基金法（昭和二十三年法律第百二十九号）による社会保険

診療報酬支払基金（以下この節、次節及び第五節において「支払基金」という。）に係

る介護保険法第百五十条第一項に規定する年度で平成十二年四月一日の属するもの（以

下この節及び第五節において「特例年度」という。）については、同条の規定にかかわ

らず、支払基金は、医療保険者（同法第七条第二十五項に規定する医療保険者をいう。

以下この章において同じ。）から、同法第百五十条第一項に規定する介護給付費納付金

（以下この節において「納付金」という。）を徴収しないものとし、医療保険者は、納

付金の納付に充てるため医療保険各法又は地方税法の規定により保険料若しくは掛金又

は国民健康保険税を徴収し、納付金を納付する義務を負わないものとする。

　（納付金の額の決定、通知等に関する特例）

第六条　特例年度については、支払基金は、介護保険法第百五十五条第一項の規定にかか

わらず、同項の規定による納付金の額の決定及び通知を行うことを要しない。

２　市町村は、介護保険法第百五十九条第一項の規定にかかわらず、特例年度に係る同項

に規定する事項を通知することを要しない。

　　　　第三節　介護保険事業に要する費用の負担に関する特例

　（国の負担に関する特例）

第七条　平成十二年度における介護保険法第百二十一条の規定による国の負担について

は、同条第一項中「百分の四十五」とあるのは、「百分の七十五」とする。

　（調整交付金に関する特例）



第八条　平成十二年度については、国は、介護保険法第百二十二条第一項の規定にかかわ

らず、市町村に対し、同項の調整交付金を交付しない。

　（介護給付費交付金に関する特例）

第九条　平成十二年度については、支払基金は、市町村に対し、介護保険法第百二十五条

第一項に規定する介護給付費交付金を交付しない。

　（介護保険に関する特別会計への繰入れ等）

第十条　平成十二年度においては、市町村は、介護保険法第百二十四条の規定により負担

するもののほか、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合における同年度に

係る当該各号に定める額及び政令で定める費用の額に相当する額を、一般会計から、介

護保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。

　一　介護保険法第四十三条第三項、第四十四条第六項、第四十五条第六項、第五十五条

第三項、第五十六条第六項又は第五十七条第六項の規定に基づき条例を定めている場

合　当該条例による措置が講ぜられることによる同法第十八条第一号に規定する介護

給付（以下この号において「介護給付」という。）及び同条第二号に規定する予防給

付（以下この号において「予防給付」という。）に要する費用の額（同法第百二十一

条第三項に定めるものを除く。以下この号において同じ。）から当該条例による措置

が講ぜられないものとして政令で定めるところにより算定した当該介護給付及び予防

給付に要する費用の額を控除した額

　二　介護保険法第六十二条の規定により同法第十八条第三号に規定する市町村特別給付

を行う場合　当該市町村特別給付に要する費用の額

　三　介護保険法第百七十五条の規定により同条の事業を行う場合　当該事業に要する費

用の額

２　国は、第七条の規定により読み替えられた介護保険法第百二十一条に規定するものの

ほか、政令で定めるところにより、前項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を

負担する。

　（国の補助に関する特例）

第十一条　平成十二年度における介護保険法第百二十七条の規定の適用については、同条

中「第百二十一条及び第百二十二条」とあるのは、「平成十二年度における介護保険制

度に係る保険料、介護保険事業に要する費用の負担等の臨時特例に関する法律（平成十

二年法律第　　　号）第七条の規定により読み替えられた第百二十一条及び同法第十条

第二項」とする。

　　　　第四節　財政安定化基金に関する特例

　（財政安定化基金に関する特例）

第十二条　平成十二年度においては、都道府県は、介護保険法第百四十七条第一項の規定

にかかわらず、同項の財政安定化基金を設けないものとする。

２　平成十二年度においては、都道府県は、介護保険法第百四十七条第三項の規定にかか



わらず、市町村から同項の財政安定化基金拠出金を徴収しないものとし、市町村は、同

条第四項の規定にかかわらず、同条第三項の財政安定化基金拠出金を納付する義務を負

わないものとする。

　　　　第五節　社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に関する特例

　（支払基金の介護保険関係業務に関する特例）

第十三条　支払基金は、特例年度に係る介護保険法第百六十条に規定する介護保険関係業

務を行わず、特例年度に係る介護保険関係業務については、同法第百六十二条、第百六

十五条及び第百六十六条の規定は適用しない。

　（報告に関する特例）

第十四条　特例年度については、支払基金は、介護保険法第百六十三条の規定にかかわら

ず、医療保険者に対し、同条の報告を求めることを要しない。

　　　　第六節　その他

　（医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する介護保険法第六十八条の

規定の不適用）

第十五条　平成十二年度に係る介護保険法第六十八条第一項に規定する未納医療保険料等

がある同項に規定する要介護被保険者等に対しては、当該未納医療保険料等に関し、同

条の規定は、適用がないものとする。

　　　第三章　健康保険法関係

　（介護納付金に係る国庫の負担等に関する特例）

第十六条　平成十二年度における健康保険法第七十条の規定による国庫の負担について

は、同条中「国民健康保険法ノ規定ニ依ル拠出金（以下退職者給付拠出金ト称ス）並ニ

介護保険法ノ規定ニ依ル納付金（以下介護納付金ト称ス）」とあるのは、「国民健康保

険法ノ規定ニ依ル拠出金（以下退職者給付拠出金ト称ス）」とする。

２　平成十二年度における健康保険法第七十条ノ三第二項の規定による国庫の補助につい

ては、同項中「老人保健法ノ規定ニ依ル医療費拠出金（日雇特例被保険者ニ係ルモノヲ

除ク）及介護納付金（日雇特例被保険者ニ係ルモノヲ除ク）」とあるのは、「老人保健

法ノ規定ニ依ル医療費拠出金（日雇特例被保険者ニ係ルモノヲ除ク）」とする。

３　平成十二年度における健康保険法第七十条ノ四第二項の規定による国庫の補助につい

ては、同項中「老人保健法ノ規定ニ依ル医療費拠出金及介護納付金」とあるのは、「老

人保健法ノ規定ニ依ル医療費拠出金」とする。

　（健康保険の保険料等に関する特例）

第十七条　平成十二年度に属する各月（健康保険法第六十九条の七に規定する日雇特例被

保険者（以下この章において「日雇特例被保険者」という。）にあっては、各日）につ

いては、同法第二十二条及び第六十九条の十に規定する健康保険の保険者（以下この章

において「保険者」という。）は、同法第七十一条の規定にかかわらず、介護保険法第

百五十条第一項に規定する納付金（以下「介護納付金」という。）の納付に要する費用



（健康保険法第七十九条ノ九第一項に規定する日雇関係組合にあっては、同項の規定に

よる拠出金（介護納付金の納付に要する費用に充てるための部分に限る。）の納付に要

する費用を含む。）に充てるための保険料を徴収しない。

２　平成十二年度に属する各月の健康保険法第七十一条ノ二第一項の規定による被保険者

に関する保険料額については、同項第一号中「一般保険料額（各被保険者ノ標準報酬月

額ニ一般保険料率ヲ乗ジテ得タル額以下之ニ同ジ）ト介護保険料額（各被保険者ノ標準

報酬月額ニ介護保険料率ヲ乗ジテ得タル額以下之ニ同ジ）トノ合算額」とあるのは、

「一般保険料額（各被保険者ノ標準報酬月額ニ一般保険料率ヲ乗ジテ得タル額以下之ニ

同ジ）」とする。

３　平成十二年度に属する各月の健康保険法第七十一条ノ二ノ二の規定による同法第二十

条の規定による被保険者に関する保険料については、同法第七十一条ノ二ノ二第二項中

「前条」とあるのは、「平成十二年度における介護保険制度に係る保険料、介護保険事

業に要する費用の負担等の臨時特例に関する法律（平成十二年法律第　　　号）第十七

条第二項ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル前条」とする。

４　平成十二年度に属する各月に係る健康保険法第七十一条ノ四第六項の規定による政府

の管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率の変更については、同項中「一般

保険料率ト介護保険料率トヲ合算シタル率（以下保険料率ト称ス）ガ千分ノ六十六乃至

千分ノ九十一ノ範囲内ニアルヨウ」とあるのは、「千分ノ六十六乃至千分ノ九十一ノ範

囲内ニ於テ」とする。

５　平成十二年度に属する各月に係る健康保険法第七十一条ノ四第八項の規定による同法

第二十二条に規定する健康保険組合（次条において「組合」という。）の管掌する健康

保険の一般保険料率の決定については、同項中「其ノ保険料率ガ千分ノ三十乃至千分ノ

九十五ノ範囲内ニアルヨウ」とあるのは、「千分ノ三十乃至千分ノ九十五ノ範囲内ニ於

テ」とする。

６　平成十二年度については、保険者は、健康保険法第七十一条ノ四第十項の規定にかか

わらず、同項の介護保険料率を定めることを要しない。

７　平成十二年度に属する各日の健康保険法第七十九条ノ三第一項の規定による日雇特例

被保険者に関する保険料額については、同項第一号中「保険料率（介護保険第二号被保

険者タル日雇特例被保険者以外ノ日雇特例被保険者ニ付テハ一般保険料率（第七十一条

ノ四第六項ノ規定ニ依リ其ノ一般保険料率ガ変更セラレタル場合ニ於テハ其ノ変更後ノ

一般保険料率））」とあるのは「一般保険料率（第七十一条ノ四第六項ノ規定ニ依リ其

ノ一般保険料率ガ変更セラレタル場合ニ於テハ其ノ変更後ノ一般保険料率）」と、同項

第二号中「前号」とあるのは「平成十二年度における介護保険制度に係る保険料、介護

保険事業に要する費用の負担等の臨時特例に関する法律（平成十二年法律第　　　号）

第十七条第七項ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル前号」とする。

８　平成十二年度に属する各日についての健康保険法第七十九条ノ四第一項の規定による



日雇特例被保険者に関する保険料の日雇特例被保険者及び日雇特例被保険者を使用する

事業主の負担については、同項中「前条第一項第一号」とあるのは、「平成十二年度に

おける介護保険制度に係る保険料、介護保険事業に要する費用の負担等の臨時特例に関

する法律（平成十二年法律第　　　号）第十七条第七項ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル前

条第一項第一号」とする。

９　平成十二年度における健康保険法第七十九条ノ九の規定による同条の日雇拠出金の徴

収及び納付については、同条第一項中「老人保健拠出金及介護納付金」とあるのは、

「老人保健拠出金」とする。

10　平成十二年度における健康保険法第七十九条ノ十五の規定の適用については、同条中

「第七十九条ノ九」とあるのは、「平成十二年度における介護保険制度に係る保険料、

介護保険事業に要する費用の負担等の臨時特例に関する法律（平成十二年法律第　　　

号）第十七条第九項ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル第七十九条ノ九及第七十九条ノ十」と

する。

　（健康保険組合連合会の交付金交付事業に関する特例）

第十八条　平成十二年度における健康保険法第四十二条ノ三に規定する健康保険組合連合

会の同法附則第八条の規定による組合に対する交付金の交付の事業については、同条第

一項中「退職者給付拠出金若ハ介護納付金」とあるのは、「退職者給付拠出金」とす

る。

　　　第四章　船員保険法関係

　（介護納付金に係る国庫の負担に関する特例）

第十九条　平成十二年度における船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）第五十八条第

四項の規定による国庫の負担については、同項中「国民健康保険法（昭和三十三年法律

第百九十二号）ノ規定ニ依ル拠出金（以下退職者給付拠出金ト称ス）並ニ介護保険法ノ

規定ニ依ル納付金（以下介護納付金ト称ス）」とあるのは、「国民健康保険法（昭和三

十三年法律第百九十二号）ノ規定ニ依ル拠出金（以下退職者給付拠出金ト称ス）」とす

る。

　（船員保険の保険料に関する特例）

第二十条　平成十二年度に属する各月については、政府は、船員保険法第五十九条第一項

の規定にかかわらず、介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料を徴収しな

い。

２　平成十二年度に属する各月の船員保険法第五十九条第二項の規定による保険料額につ

いては、同項第一号中「一般保険料額（各被保険者ノ標準報酬月額ニ一般保険料率ヲ乗

ジテ得タル額以下之ニ同ジ）ト介護保険料額（各被保険者ノ標準報酬月額ニ介護保険料

率ヲ乗ジテ得タル額）トノ合算額」とあるのは、「一般保険料額（各被保険者ノ標準報

酬月額ニ一般保険料率ヲ乗ジテ得タル額以下之ニ同ジ）」とする。

３　平成十二年度に属する各月の船員保険法第五十九条第四項の規定による同法第十九条



ノ三の規定による被保険者に係る保険料については、同項中「前二項」とあるのは、

「平成十二年度における介護保険制度に係る保険料、介護保険事業に要する費用の負担

等の臨時特例に関する法律（平成十二年法律第　　　号）第二十条第二項ノ規定ニ依リ

読替ヘラレタル第二項」とする。

４　平成十二年度に属する各月に係る船員保険法第五十九条第九項又は同法附則第二十項

の規定による船員保険の一般保険料率の変更については、同法第五十九条第九項中「疾

病調整率（千分ノ二十九カラ介護保険料率ヲ減ジタル率ヲ謂フ）」とあるのは「千分ノ

二十九」と、同法附則第二十項中「第五十九条第九項」とあるのは「平成十二年度にお

ける介護保険制度に係る保険料、介護保険事業に要する費用の負担等の臨時特例に関す

る法律（平成十二年法律第　　　号）第二十条第四項ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル第五

十九条第九項」とする。

５　平成十二年度については、社会保険庁長官は、船員保険法第五十九条ノ二第一項の規

定にかかわらず、同項の介護保険料率を定めることを要しない。

６　平成十二年度に属する各月の船員保険法第六十条及び同法附則第二十一項の規定によ

る船員保険の被保検者及び船舶所有者の保険料の負担については、同条第一項第一号中

「第五十九条第九項又ハ第十一項」とあるのは「平成十二年度における介護保険制度に

係る保険料、介護保険事業に要する費用の負担等の臨時特例に関する法律（平成十二年

法律第　　　号）第二十条第四項ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル第五十九条第九項又ハ第

五十九条第十一項」と、「額ト標準報酬月額ニ介護保険料率ノ二分ノ一ニ相当スル率ヲ

乗ジテ得タル額トノ合算額」とあるのは「額」と、同項第二号中「第五十九条第九項」

とあるのは「平成十二年度における介護保険制度に係る保険料、介護保険事業に要する

費用の負担等の臨時特例に関する法律第二十条第四項ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル第五

十九条第九項」と、「額ト標準報酬月額ニ介護保険料率ノ二分ノ一ニ相当スル率ヲ乗ジ

テ得タル額トノ合算額」とあるのは「額」と、同法附則第二十一項中「第五十九条第九

項」とあるのは「平成十二年度における介護保険制度に係る保険料、介護保険事業に要

する費用の負担等の臨時特例に関する法律第二十条第四項ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル

第五十九条第九項」とする。

　　　第五章　国民健康保険法関係

　（介護納付金に係る国の負担等に関する特例）

第二十一条　平成十二年度については、国は、国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九

十二号）第六十九条第一項の規定にかかわらず、市町村に対し、介護納付金の納付に関

する事務の執行に要する費用を負担することを要しない。

２　平成十二年度における国民健康保険法第六十九条第二項の規定による同法第十三条に

規定する国民健康保険組合（以下この章において「組合」という。）に対する国の負担

については、同項中「老人保健法の規定による拠出金（以下「老人保健拠出金」とい

う。）及び介護納付金」とあるのは、「老人保健法の規定による拠出金（以下「老人保



健拠出金」という。）」とする。

３　平成十二年度における国民健康保険法第七十条、第七十一条及び同法附則第十二項の

規定による市町村に対する国の負担については、同法第七十条第一項中「老人保健医療

費拠出金及び介護納付金」とあるのは「老人保健医療費拠出金」と、同法第七十一条第

一項中「前条」とあるのは「平成十二年度における介護保険制度に係る保険料、介護保

険事業に要する費用の負担等の臨時特例に関する法律（平成十二年法律第　　　号）第

二十一条第三項の規定により読み替えられた前条」と、同法附則第十二項中「老人保健

医療費拠出金及び介護納付金」とあるのは「老人保健医療費拠出金」と、「額及び介護

納付金の納付に要する費用の額」とあるのは「額」とする。

４　平成十二年度における国民健康保険法第七十二条の規定による調整交付金について

は、同条第二項第一号中「同条第一項第二号」とあるのは、「平成十二年度における介

護保険制度に係る保険料、介護保険事業に要する費用の負担等の臨時特例に関する法律

（平成十二年法律第　　　号）第二十一条第三項の規定により読み替えられた第七十条

第一項第二号」とする。

　（療養給付費交付金に関する特例）

第二十二条　平成十二年度における国民健康保険法第七十二条の四、第七十二条の五及び

同法附則第十三項の規定による療養給付費交付金については、同法第七十二条の四第一

項第二号中「退職被保険者等に係る保険料に相当する額の合算額から当該保険料に係る

介護納付金の納付に要する費用に相当する額の合算額を控除した額」とあるのは「退職

被保険者等に係る保険料に相当する額の合算額」と、同法第七十二条の五第一項中「前

条第一項」とあるのは「平成十二年度における介護保険制度に係る保険料、介護保険事

業に要する費用の負担等の臨時特例に関する法律（平成十二年法律第　　　号）第二十

二条の規定により読み替えられた前条第一項」と、同条第二項中「前項」とあるのは

「平成十二年度における介護保険制度に係る保険料、介護保険事業に要する費用の負担

等の臨時特例に関する法律第二十二条の規定により読み替えられた前項」と、同法附則

第十三項中「第七十二条の四第一項」とあるのは「平成十二年度における介護保険制度

に係る保険料、介護保険事業に要する費用の負担等の臨時特例に関する法律第二十二条

の規定により読み替えられた第七十二条の四第一項」とする。

　（介護納付金に係る組合に対する国の補助に関する特例）

第二十三条　平成十二年度における国民健康保険法第七十三条の規定による組合に対する

国の補助については、同条第一項及び第二項中「老人保健医療費拠出金及び介護納付

金」とあるのは、「老人保健医療費拠出金」とする。

　（介護納付金に係る都道府県及び市町村の補助及び貸付けに関する特例）

第二十四条　平成十二年度における国民健康保険法第七十五条の規定による都道府県及び

市町村の国民健康保険事業に関する補助金の交付又は貸付金の貸付けについては、同条

中「老人保健拠出金及び介護納付金」とあるのは、「老人保健拠出金」とする。



　（国民健康保険の保険料に関する特例）

第二十五条　平成十二年度については、国民健康保険法第三条に規定する保険者は、同法

第七十六条第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、同法第九条第一項に規定する世

帯主又は組合の組合員から、介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料を徴

収しない。

　（特定健康保険組合の納付する概算療養給付費拠出金及び確定療養給付費拠出金の算定

に関する特例）

第二十六条　平成十二年度における国民健康保険法附則第八項、同法附則第九項、同法附

則第十四項及び同法附則第十五項の規定による同法附則第七項に規定する特定健康保険

組合の納付する概算療養給付費拠出金及び確定療養給付費拠出金の額の算定について

は、同法附則第八項第二号及び同法附則第九項第二号中「額から当該平均の保険料の額

に係る介護納付金の納付に要する平均の費用に相当する額を控除した額」とあるのは

「額」と、「当該控除した額」とあるのは「当該保険料の額」と、同法附則第十四項中

「附則第八項」とあるのは「平成十二年度における介護保険制度に係る保険料、介護保

険事業に要する費用の負担等の臨時特例に関する法律（平成十二年法律第　　　号）第

二十六条の規定により読み替えられた附則第八項」と同法附則第十五項中「附則第九

項」とあるのは「平成十二年度における介護保険制度に係る保険料、介護保険事業に要

する費用の負担等の臨時特例に関する法律第二十六条の規定により読み替えられた附則

第九項」とする。

　　　第六章　国家公務員共済組合法関係

　（国家公務員共済組合の業務に関する特例）

第二十七条　国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）第十四条に規定す

る事業年度で平成十二年四月一日の属するもの（以下この章において「特例事業年度」

という。）における同法第三条に規定する国家公務員共済組合（以下この章において

「組合」という。）の同条第四項の規定による業務については、同項中「、介護保険法

（平成九年法律第百二十三号）第百五十一条第一項に規定する納付金（以下「介護納付

金」という。）及び国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）第九十四条の二第二

項に規定する基礎年金拠出金」とあるのは、「及び国民年金法（昭和三十四年法律第百

四十一号）第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金」とする。

　（費用負担の原則等に関する特例）

第二十八条　特例事業年度における組合の給付に要する費用の算定及び組合の事業に要す

る費用の負担については、国家公務員共済組合法第九十九条（介護納付金の納付に要す

る費用に係る部分に限る。）の規定は、適用しない。

２　特例事業年度における国家公務員共済組合法第百二条第一項の規定の適用については、

同項中「第九十九条第二項（同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）」とあるのは、「第九十九条第二項（同条第五項の規定により読み替えて適用す



る場合を含む。）及び平成十二年度における介護保険制度に係る保険料、介護保険事業

に要する費用の負担等の臨時特例に関する法律（平成十二年法律第　　　号）第二十八

条第一項」とする。

　（掛金の徴収及び任意継続掛金等の払込みに関する特例）

第二十九条　特例事業年度に属する各月については、組合は、国家公務員共済組合法第百

条第一項及び第二項並びに同法附則第十四条の二第一項の規定にかかわらず、介護納付

金に係る掛金を徴収しない。

２　特例事業年度に属する各月については、国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二

項に規定する任意継続組合員で介護保険法第九条第二号に規定する被保険者（次項にお

いて「介護保険第二号被保険者」という。）の資格を有するものが組合に払い込まなけ

ればならない国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続掛金の

算定の基礎となるその者の短期給付及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金には、同項

の規定にかかわらず、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含まないものとする。

３　特例事業年度に属する各月については、国家公務員共済組合法附則第十二条第三項に

規定する特例退職組合員で介護保険第二号被保険者の資格を有するものが同条第一項に

規定する特定共済組合に払い込まなければならない金額の算定の基礎となるその者の短

期給付に係る掛金及び国の負担金には、同条第六項の規定にかかわらず、介護納付金に

係る掛金及び国の負担金を含まないものとする。

　（国家公務員共済組合連合会の交付金交付事業に関する特例）

第三十条　国家公務員共済組合法第三十六条の規定により準用される同法第十四条に規定

する事業年度で平成十二年四月一日の属するものにおける同法第二十一条に規定する国

家公務員共済組合連合会の同法附則第十四条の三の規定による交付金の交付の事業につ

いては、同条第一項中「掛金（介護納付金に係るものを含む。）」とあるのは、「掛

金」とする。

　　　第七章　地方公務員等共済組合法関係

　（地方公務員共済組合連合会の事業に関する特例）

第三十一条　地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）第三十八条の九

第一項の規定により準用される同法第二十条の規定による事業年度で平成十二年四月一

日の属するものにおいては、同法第三十八条の二に規定する地方公務員共済組合連合会

は、同条第三項に規定する事業を行わない。

　（費用負担に関する特例）

第三十二条　地方公務員等共済組合法第二十条の規定による事業年度で平成十二年四月一

日の属するもの（以下この章において「特例事業年度」という。）における同法第三条

に規定する地方公務員共済組合（以下この章において「組合」という。）の給付に要す

る費用の算定及び組合の事業に要する費用の負担については、同法第百十三条（介護納

付金の納付に要する費用に係る部分に限る。）の規定は、適用しない。



２　特例事業年度における地方公務員等共済組合法第百十六条第一項の規定の適用につい

ては、同項中「第百十三条第二項（同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を

含む。）」とあるのは、「第百十三条第二項（同条第五項の規定により読み替えて適用

する場合を含む。）及び平成十二年度における介護保険制度に係る保険料、介護保険事

業に要する費用の負担等の臨時特例に関する法律（平成十二年法律第　　　号）第三十

二条第一項」とする。

　（掛金の徴収及び任意継続掛金又は特例退職掛金の払込みに関する特例）

第三十三条　特例事業年度に属する各月については、組合は、地方公務員等共済組合法第

百十四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、介護納付金に係る掛金を徴収しない。

２　特例事業年度に属する各月については、地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第

二項に規定する任意継続組合員で介護保険法第九条第二号に規定する被保険者（次項に

おいて「介護保険第二号被保険者」という。）の資格を有するものが組合に払い込まな

ければならない地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項に規定する任意継続掛

金の算定の基礎となるその者の短期給付及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負

担金には、同項の規定にかかわらず、介護納付金に係る掛金及び地方公共団体の負担金

を含まないものとする。

３　特例事業年度に属する各月については、地方公務員等共済組合法附則第十八条第三項

に規定する特例退職組合員で介護保険第二号被保険者の資格を有するものが同条第一項

に規定する特定共済組合に払い込まなければならない同条第五項に規定する特例退職掛

金の算定の基礎となるその者の短期給付に係る掛金及び地方公共団体の負担金には、同

項の規定にかかわらず、介護納付金に係る掛金及び地方公共団体の負担金を含まないも

のとする。

　（全国市町村職員共済組合連合会の交付金交付事業の特例）

第三十四条　地方公務員等共済組合法第三十八条の規定により準用される同法第二十条に

規定する事業年度で平成十二年四月一日の属するものにおける同法第二十七条に規定す

る全国市町村職員共済組合連合会の同法附則第十四条の三の規定による交付金の交付の

事業については、同条第一項中「退職者給付拠出金並びに介護給付金」とあるのは、

「退職者給付拠出金」とする。

　　　第八章　私立学校教職員共済法関係

　（掛金の徴収及び任意継続掛金等の払込みに関する特例）

第三十五条　日本私立学校振興・共済事業団法（平成九年法律第四十八号）第二十七条に

規定する事業年度で平成十二年四月一日の属するもの（以下この章及び次章において

「特例事業年度」という。）に属する各月については、同法による日本私立学校振興・

共済事業団（以下この章及び次章において「事業団」という。）は、私立学校教職員共

済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）第二十七条及び同法附則第三十四項の規定に

かかわらず、介護納付金に係る掛金を徴収しない。



２　特例事業年度における私立学校教職員共済法第二十七条に規定する掛金の負担につい

ては、同法第二十八条第一項中「前条」とあるのは、「前条及び平成十二年度における

介護保険制度に係る保険料、介護保険事業に要する費用の負担等の臨時特例に関する法

律（平成十二年法律第　　　号）第三十五条第一項」とする。

３　特例事業年度に属する各月については、私立学校教職員共済法第二十五条の規定によ

り読み替えて準用される国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意

継続加入者で介護保険法第九条第二号に規定する被保険者（次項において「介護保険第

二号被保険者」という。）の資格を有するものが事業団に払い込まなければならない私

立学校教職員共済法第二十五条の規定により読み替えて準用される国家公務員共済組合

法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続掛金の算定の基礎となるその者の短期給

付及び福祉事業に係る掛金には、同項の規定にかかわらず、介護納付金に係る掛金を含

まないものとする。

４　特例事業年度に属する各月については、私立学校教職員共済法第二十五条の規定によ

り読み替えて準用される国家公務員共済組合法附則第十二条第三項に規定する特例退職

加入者で介護保険第二号被保険者の資格を有するものが事業団に払い込まなければなら

ない金額の算定の基礎となるその者の短期給付に係る掛金には、同条第六項の規定にか

かわらず、介護納付金に係る掛金を含まないものとする。

　　　第九章　日本私立学校振興・共済事業団法関係

　（事業団の業務の特例）

第三十六条　特例事業年度における日本私立学校振興・共済事業団法第二十二条第二項の

規定による事業団の業務については、同項中「国民健康保険法（昭和三十三年法律第百

九十二号）の規定による拠出金、介護保険法（平成九年法律第百二十三号）の規定によ

る納付金」とあるのは、「国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）の規定に

よる拠出金」とする。

　　　第十章　厚生保険特別会計法関係

　（健康勘定の歳出に関する特例）

第三十七条　平成十二年度における厚生保険特別会計法（昭和十九年法律第十号）第三条

の規定の適用については、同条中「国民健康保険法ノ規定ニ依ル拠出金、介護保険法ノ

規定ニ依ル納付金」とあるのは、「国民健康保険法ノ規定ニ依ル拠出金」とする。

　（健康勘定の借入金に関する特例）

第三十八条　平成十二年度における厚生保険特別会計法第十条第二項の規定の適用につい

ては、同項中「老人保健法ノ規定ニ依ル拠出金、国民健康保険法ノ規定ニ依ル拠出金及

介護保険法ノ規定ニ依ル納付金」とあるのは、「老人保健法ノ規定ニ依ル拠出金及国民

健康保険法ノ規定ニ依ル拠出金」とする。

　　　第十一章　船員保険特別会計法関係

　（歳出に関する特例）



第三十九条　平成十二年度における船員保険特別会計法（昭和二十二年法律第二百三十六

号）第三条の規定の適用については、同条中「国民健康保険法の規定による拠出金、介

護保険法の規定による納付金」とあるのは、「国民健康保険法の規定による拠出金」と

する。

　（借入金に関する特例）

第四十条　平成十二年度における船員保険特別会計法第六条の規定の適用については、同

条中「老人保健法の規定による拠出金、国民健康保険法の規定による拠出金及び介護保

険法の規定による納付金」とあるのは、「老人保健法の規定による拠出金及び国民健康

保険法の規定による拠出金」とする。

　　　第十二章　地方税法関係

　（国民健康保険税の課税に関する特例）

第四十一条　平成十二年度における地方税法第七百三条の四第一項（同法第一条第二項の

規定により準用される場合を含む。以下この項において同じ。）の規定による国民健康

保険税については、同法第七百三条の四第一項中「老人保健法の規定による拠出金及び

介護保険法の規定による納付金」とあるのは、「老人保健法の規定による拠出金」とす

る。

２　平成十二年度における地方税法第七百三条の四第二項（同法第一条第二項の規定によ

り準用される場合を含む。以下この項において同じ。）の規定による国民健康保険税の

課税額については、同法第七百三条の四第二項中「基礎課税額（国民健康保険税のうち、

国民健康保険に要する費用（介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用を除く

ものとし、国民健康保険を行う一部事務組合又は広域連合に加入している市町村にあつ

ては、当該一部事務組合又は広域連合の同法の規定による納付金の納付に要する費用の

分賦金を除く。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。）並びに

当該世帯主及び当該世帯に属する国民健康保険の被保険者のうち同法第九条第二号に規

定する被保険者であるものにつき算定した介護納付金課税額（国民健康保険税のうち、

同法の規定による納付金の納付に要する費用（国民健康保険を行う一部事務組合又は広

域連合に加入している市町村にあつては、当該一部事務組合又は広域連合の同法の規定

による納付金の納付に要する費用の分賦金とする。）に充てるための国民健康保険税の

課税額をいう。以下同じ。）の合算額とする」とあるのは、「基礎課税額（国民健康保

険に要する費用に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。）とする」

とする。

３　平成十二年度における地方税法第七百三条の四第二十六項（同法第一条第二項の規定

により準用される場合を含む。以下この項において同じ。）の規定の適用については、

同法第七百三条の四第二十六項中「基礎課税額（一般被保険者と退職被保険者等とが同

一の世帯に属する場合には、第五項の基礎課税額と第十三項の基礎課税額との合算額）

及び第二十項の介護納付金課税額の合算額」とあるのは、「基礎課税額（一般被保険者



と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、第五項の基礎課税額と第十三項の

基礎課税額との合算額）」とする。

４　平成十二年度における地方税法第七百三条の四第二十七項（同法第一条第二項の規定

により準用される場合を含む。以下この項において同じ。）の規定による国民健康保険

税については、同法第七百三条の四第二十七項中「第一項」とあるのは「平成十二年度

における介護保険制度に係る保険料、介護保険事業に要する費用の負担等の臨時特例に

関する法律（平成十二年法律第　　　号）第四十一条第一項の規定により読み替えられ

た第一項」と、「前項」とあるのは「同条第三項の規定により読み替えられた前項」と

する。

　　　第十三章　地方財政法関係

　（国が負担する事務経費に関する特例）

第四十二条　平成十二年度における地方財政法（昭和二十三年法律第百九号）第十条の規

定の適用については、同条第七号の五中「予防給付並びに財政安定化基金への繰入れ」

とあるのは「予防給付」と、同条第八号の三中「国民健康保険の事務のうち介護納付金

の納付に関する事務の執行並びに国民健康保険の療養の給付」とあるのは「国民健康保

険の療養の給付」と、「老人保健医療費拠出金及び介護納付金」とあるのは「老人保健

医療費拠出金」とする。

　（地方公共団体が負担すべき経費の基準財政需要額への算入に関する特例）

第四十三条　平成十二年度における地方財政法第十一条の二の規定の適用については、同

条中「部分（第十条第七号の五に掲げる経費のうち地方公共団体が負担すべき部分にあ

つては、介護保険の財政安定化基金拠出金をもつて充てるべき部分を除く。）」とある

のは、「部分」とする。

　　　第十四章　雑則

　（政令への委任）

第四十四条　この法律に規定するもののほか、この法律の適用がある場合における関係法

令の規定に関する技術的読替えその他この法律の適用に関し必要な事項は、政令で定め

る。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二章第五節並びに次項及

び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

　（介護保険法施行法の一部改正）

２　介護保険法施行法（平成九年法律第百二十四号）の一部を次のように改正する。

　　第十六条第一項中「施行日」を「平成十三年四月一日」に改め、同条第三項中「施行

日から施行日の属する年の九月三十日まで」を「平成十三年四月一日から同年九月三十

日まで」に改める。



　（中央省庁等改革関係法施行法の一部改正）

３　中央省庁等改革関係法施行法（平成十一年法律第百六十号）の一部を次のように改正

する。

　　目次中「七百七十四条」を「七百七十四条の二」に改める。

　　第十一章中第七百七十四条の次に次の一条を加える。

　　（平成十二年度における介護保険制度に係る保険料、介護保険事業に要する費用の負

担等の臨時特例に関する法律の一部改正）

　第七百十四条の二　平成十二年度における介護保険制度に係る保険料、介護保険事業に

要する費用の負担等の臨時特例に関する法律（平成十二年法律第　　　号）の一部を

次のように改正する。

　　　第二十条第五項中「第五十九条ノ二第一項」を「第五十九条ノ二」に改める。

　　　第二十七条中「属するもの」の下に「及び中央省庁等改革関係法施行法（平成十一

年法律第百六十号）第千三百二十六条第一項に規定する事業年度」を加え、「同法第

三条」を「国家公務員共済組合法第三条」に改める。

　　第千三百二十九条第二項中「平成十二年度、」を削る。



　　　　　理　由

　介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるための保健医療サービス及び福祉サービ

スを提供する体制が十分に整備されていない状況にかんがみ、平成十二年度について、介

護保険の保険料、介護給付費納付金及びその納付に要する費用に充てるための医療保険の

保険料等、介護保険事業に要する費用の負担等に関する介護保険法、健康保険法その他の

医療保険各法、地方税法等の特例を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理

由である。



　　　この法律の施行に伴い必要となる経費

　この法律の施行に伴い必要となる経費は、平成十二年度において約六千億円の見込みで

ある。


